
1．　は　じ　め　に

　東日本大震災以降，以前にも増して企業にお
ける事業継続計画（Business Continuity Plan：
BCP，以下 BCP）や事業継続マネジメント
（Business Continuity Management: BCM）へ
の関心が高まっている。
　BCP は，事故や災害などが発生した際に，
「如何に事業を継続させるか」若しくは「如何
に事業を目標として設定した時間内に再開させ
るか」について様々な観点から対策を講じるこ
とである（経済産業省，2005，p. A6-2）。また，
BCM は，「BCP の策定から運用，見直しまでの
マネジメントシステム全体を指す」（経済産業
省，2005，p. A6-2）ものである。BCP/BCM は
2000年代から国が率先して，その策定を促して
きたが，大震災等の自然災害が続発している現
状のもとで，企業が効果的な BCP/BCM を構
築し，災害時に有効に活用できるような体制を
構築することは，社会から要求される喫緊の課
題であろう1）。そのため，国も BCP/BCM 策
定に関して目標を定め，それを推進している。
　平成26年度版防災白書では，第 1 章第 3 節
3－ 1「事前防災」〈2〉「企業に対する取り組
みについて」において，企業の BCP/BCM 促進
に向け積極的な内閣府の取り組みが紹介されて
いる。また，南海トラフ地震防災対策推進基本
計画において，BCP を策定している大企業の割
合を100％（全国）に近づけること，中堅企業

の割合は50％（全国）以上を目指すという具体
的な目標が盛り込まれた。次に，平成25年 8 月
には，BCM の考え方を盛り込み，大幅な改定
を施した「事業継続ガイドライン第三版─あら
ゆる危機的事象を乗り越えるための戦略と対
応─」（内閣府，2013）も公表され，さらに，
平成26年 1 月の防災基本計画の修正において，
「企業が BCM の推進に努め，国及び地方公共
団体が BCM の支援に努めるべき」旨が定めら
れた。このような国の積極的な関与の結果，
BCP/BCM 策定に取り組み企業も増加している
が，国の目標には達していない2）。
　BCP/BCM は，東日本大震災を契機として，
会計学の視点からも，内部管理（佐々木，2012；
岡野，2012）と情報開示（神林，2011，加賀谷，
2012）の両方の視点から研究が進められ始めて
いる。また，野田（2013）は，BCP が経営行動
や資本市場に対してどのような開示効果をもつ
のかという視点から研究を進めている。しかし，
実際に日本企業において，BCP/BCM がどの
ように実施され，どのように開示されているの
かについての研究蓄積は，十分とは言い難い。
　著者らは，日本企業における BCP/BCM の
情報開示に関する研究を進めているが，本稿で
は前稿（岡田・國部，2013）以降の調査分析を
加え，より長期間にわたる BCP/BCM に関す
る情報開示についての動向に関して，東日本大
震災前と震災後について比較分析して日本企業
の現状の一端を明らかにし，今後の課題を抽出
することにしたい。
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2．　BCP/BCM情報開示に対する研究動向

　BCP/BCM は会計技術ではないため，これ
まで会計学の領域では，あまり検討されてこな
かった。しかし，リーマンショックや東日本大
震災を経験して，BCP/BCMの重要性を強調し，
広義の会計研究の中に取り込もうとする動きが
内外で出てきている。たとえば，LSE（London 

School of Economics and Political Science）の
M. Power は，リーマンショック後のリスク管理
体制の不備を ERM（Enterprise Risk Manage-

ment）に求め，それを克服するために BCM

の有効性を主張している。BCMは，リスクマネ
ジメントのように組織単位で独立した手法では
なく，関連した組織間の協力体制を前提に構築
されるマネジメント手法であり，一社完結型の
リスクマネジメントでは対応できない問題に共
同して対応することができる点を評価している
（Power, 2009）。このような視点は，東日本大
震災を経た日本において，強い現実感を持って
受け止めることができるであろう。実際に，東
日本大震災を経験して，非日常的意思決定とい
う視点から BCP/BCM を管理会計研究に取り込
もうとする研究（佐々木，2012）や BCP/BCM

の視点からの会計研究者の震災復興の事例研究
（岡野，2012）などが現れている。
　一方，BCP/BCM は情報開示の視点からも
注目されつつある。加賀谷（2012）は，BCP/

BCM 情報開示が，株式市場からの評価に与え
る影響を分析し，BCP/BCM 情報を事前に開
示している企業の方が，非開示企業に比べて，
大震災発生後株価回復のスピードが早くなると
いう興味深い知見を提供している。また，加賀
谷（2012）は BCP/BCM に関する質問票調査も
併用して，BCP を策定しているだけでは十分で
はなく，BCP/BCM の情報開示が必要であると
いう結果も導出している。さらに，堀江（2012）
は，震災リスク管理の視点から BCP/BCM を概

念的に整理検討し，情報開示の観点からは，事
業継続計画（BCP）の情報開示と，被災直後・
復興過程における情報開示に分けて考えること
ができることを示している。
　BCP/BCM を情報開示の視点からみた場合，
リスク情報の開示という側面と，事業継続とい
う社会責任情報の開示という 2つの側面がある。
リスク情報の開示に関しては，周知のように，
SEC（米国証券取引委員会）では年次報告書に
おける詳細な開示規制があり，日本でも2004年
3 月決算から，有価証券報告書において，「事
業等のリスク」という項目が新設され，リスク
情報の開示が進められてきている。「企業内容
等の開示に関する内閣府令」によれば，「事業
等のリスク」で開示すべき事項は，「投資者の
判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項」
とされる。しかし，ここで想定されるリスク情
報は，将来の発生が予測されるリスクであり，
想定外のリスクが顕在化した場合の事業継続に
関わる情報開示まで含むべきかどうかは経営者
の判断にゆだねられている。
　一方，企業の事業継続の可否は，関係するス
テイクホルダーに多大な影響を及ぼすので，重
要な社会的責任の一つと位置付けることができ
る。岡田・國部（2015）は，BCM の本質は，
リスクマネジメントや CSR の両方の側面にわ
たる複合的なマネジメント実践であり，また，
BCM の普及が社会の喫緊の課題であること，
CSR の一環として事業継続マネジメントシス
テム（Business Continuity Management system: 

BCMS）の普及を社会全体が要望していること
を，社会が強く発信する必要があることを主張
している。
　社会的責任の国際規格である ISO26000 は，
社会的責任を「社会的責任の本質的な特徴は，
社会及び環境に対する配慮を自らの意思決定に
組み込み，自らの決定及び活動が社会及び環境
に及ぼす影響に対して説明責任を負うという組
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織の意欲（willingness）である」（ISO 26000, p. 

6）と定義されている。東日本大震災を経た日
本において，想定外の災害から速やかに復旧す
るための準備が，非常に重要な「社会及び環境
に対する配慮」であることに異論はないであろ
う。そうであれば組織はそのための説明責任を
負わねばならない。実際に，環境省が発行する
「環境報告ガイドライン2012」では，環境報告
書への開示要求事項として，「組織体制及びガ
バナンスの状況」の細項目に「環境リスクマネ
ジメント体制」を設定し，「環境に関連する事
業継続マネジメント（BCM）の構築及び運用
状況」を重要性があれば記載すべき情報として
取り上げている。野田（2013）は，BCP 開示
企業の決定要因に関する研究で，CSR に積極
的に取り組んでいる企業は，ステイクホルダー
とのコミュニケーションを図るために，様々な
活動を行っており，そのため BCP を開示する
傾向が強いことを示している（111頁）。また，
BCP 開示と株主資本コストとの関連に関する
調査で「コーポレート・ガバナンスの状況等」
において BCP を開示した企業は，BCP 未開示
企業に比べ資本コストが低い可能性を示唆して
いる（163頁）。

3．　分　析　視　角

　このように，BCP/BCM は，東日本大震災を
経て，管理会計研究，情報開示研究の対象とし
て注目を集めるようになってきており，各種の
アンケート調査も実施され，東日本大震災前後
の状況の比較も進められている。しかしながら，
BCP/BCM を統合した会計管理モデルや，
BCP/BCM に関する情報開示のあり方について
は，研究の蓄積が緒についた段階であり，実務
に対して具体的な提言を行うためには，現状に
対する基礎的な調査が必要である。また，本稿
のテーマである情報開示に関して，BCP/BCM

情報は，有価証券報告書やサステナビリティ報

告書3）において，どのような情報を開示すべき
かについて十分な指針はない。環境省の環境報
告ガイドラインも，そのような場合に BCP/

BCM 情報が重要で，どこまでの情報開示が必
要なのか等に関する具体的な指針は示されてい
ない。したがって，これらの情報開示に関して
は，十分な指針がないまま，経営者の判断に依
存するところが大きいのが現状である。
　一方，非財務情報開示については，国際統合
報告評議会（IIRC）が提唱する統合報告書が注
目されている4）。2014年 3 月に発行された国際
統合報告フレームワーク（2013年12月）日本語
訳（以下，「統合報告フレームワーク」）によれ
ば，統合報告書は以下に示す「リスクと機会」
を含む 8 つの内容要素を含むとしている。「リ
スクと機会：組織の短，中，長期の価値創造能
力に影響を及ぼす具体的なリスクと機会は何か，
また，組織はそれらに対しどのような取組を
行っているか。」（ 6 頁），「4.26　リスクの発生
可能性が極めて小さいであろうと考えられる場
合であっても，（短，中，長期的のいずれかに
かかわらず）組織の継続的な価値創造能力の根
源に関わるとともに，極めて重大な結果をもた
らす可能性がある場合には，指導原則：重要性
（materiality）を考慮し，当該リスクに対する
組織のアプローチを統合報告書に含む。」（30
頁）。このように，統合報告フレームワークで
は，「4.26」に記述されている如く，第 2 章で
述べた有価証券報告書の「事業等のリスク」に
おける開示要求を超えた内容要素を求めている
と考えられる。この統合報告フレームワークの
発行にともない，2014年度にはこれに準拠した
統合報告書も発行されるようになった。
　本稿では東日本大震災発生当時（2010年度）
の売上高上位100社を対象として，東日本大震
災前後での BCP/BCM 情報開示の状況と変化
を分析することで，現状に対する理解を深め，
今後の課題を導出することを目的とする。また，
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本稿の対象とする BCP/BCM に関する情報開示
が，統合報告フレームワークに準拠した統合報
告書で BCP/BCM がどのように開示されている
かについても調査を行うものとした。BCP/BCM

情報開示の可否については実証研究の証拠とし
て利用されているが（加賀谷，2012），震災前
後での変化や，有価証券報告書，サステナビリ
ティ報告書および統合報告書という開示媒体で
の相違，具体的な BCP/BCM 情報の内容など
は，これまで十分に研究されていない。本稿で
は，このようなポイントに焦点を当てて，現状
を分析することを目的とする。

4．　BCP/BCM 情報開示の分析方法

4．1　調査対象企業と報告書

　本稿では，東日本大震災が発生した2010年度
売上高上位100社5）のサステナビリティ報告書，
有価証券報告書および統合報告書6）を調査対象
とした。サステナビリティ報告書および統合報
告書については，各社ホームページ上で PDF

版の報告書として確定して開示しているものと
した。すなわち，PDF 版ではなく容易に変更
修正可能な WEB 画面上のみで開示している報

告書は対象外としている。また，CSR 報告書
と環境報告書の両方が発行されている場合には，
CSR 報告書を対象とした。さらに，ダイジェス
ト版と詳細版が開示されているときには，詳細
版を対象とした。
　調査の対象期間は，東日本大震災が発生した
2010年度（発行年は2011年）を基準年度とし，
基準年度を中心とした調査対象期間を設定した。
すなわち，有価証券報告書については会計年度，
サステナビリティ報告書については開示対象年
度が，それぞれ2010年度から2014年度および
2007年度から2014年度を調査対象とした7）。
　表 1に調査対象企業数を示す。基準年である
2011年以降，企業の統廃合などにより調査対象
企業数は減少している。
　表 2に報告書発行企業数を示す。調査対象企
業における統合報告書を含むサステナビリティ
報告書発行企業の割合は，2007年以降，年と共
にほぼ増加し，特に2012年以降は95％程度で推
移している。
　「統合報告フレームワーク」が2014年 3 月に
発行された。したがって，統合報告書の調査は，
「統合報告フレームワーク」への準拠が可能に

表 1　調査対象企業数

報告書発行年 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

調査対象企業数 94 94 97 100 100 100 100 100

表 2　報告書発行企業数

報告書発行年 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

有価証券報告書 94 94 97 100 100  ―* ― ―

サステナビリティ報告書
（発行企業の割合）

  68**
（94％）

89
（95％）

91
（94％）

 91
（91％）

 94
（94％）

90
（90％）

88
（88％）

81
（81％）

統合報告書*** 20 － ― ― ― ― ― ―

サステナビリティ報告書
または統合報告書の 
未発行企業数

 6  5  6   9   6 10 12 19

  *：「―」個所は調査対象外
 **：統合報告書は含まない
***：統合報告の調査は2014年発行企業のみ



事業継続計画／マネジメント（BCP/BCM）の情報開示とその経営課題化の現状 17

なった2014年に発行された報告書を対象とした。
また，本稿では，統合報告書の定義を次のよう
に行った。すなわち，報告書の「編集方針」で
「統合報告フレームワーク」を参照している，
または，その参照が明記されていなくても，編
集方針の内容から統合報告書を指向していると
読み取れるものとした。このようにして統合報
告書としてみなされた報告書は，調査対象年度
2014年度版で20件であった。
　サステナビリティ報告書を発行していないた
め調査対象外とした企業が2010年度版（2009年
度実績）から2014年（2013年度実績）ではそれ
ぞれ 6社， 9社， 5社および 6社あった。従っ
て，統合報告書を含むサステナビリティ報告書
の調査対象は，2010年度版から2014年度版でそ
れぞれ94社，91社，91社，89社および88社であ
る。有価証券報告書の発行企業数は，会計年度
2009年度から2013年度では，それぞれ100社，
100社，97社，94社および94社である。

4．2　調査内容

　調査分析は，報告書媒体間での比較分析と，
BCP/BCM 情報開示の内容分析を行った。
　報告書媒体間での比較分析については，有価
証券報告書と統合報告書を含むサステナビリ
ティ報告書における開示の有無についてそれぞ
れ 5年および 8年間の推移を分析する。また，
2014年度の統合報告書における開示の有無につ
いての分析も行う。上述のように，有価証券報
告書においては「事業等のリスク」の項目など
で BCP/BCM 情報が開示される場合があり，
サステナビリティ報告書では環境省の『環境報
告ガイドライン』において BCP/BCM 情報の
開示が規定されている。しかし，いずれにおい
ても，BCP/BCM について強制的な開示が求
められているわけではなく，その開示の判断は
経営者に委ねられている。有価証券報告書及び
サステナビリティ報告書での開示動向を分析す

ることで，日本企業における BCP/BCM の重
要性の認識の状況と変化がわかるであろう。ま
た，報告媒体としての有価証券報告書とサステ
ナビリティ報告書での役割の相違や，どちらが
重視されているかという点も示すことが可能に
なると考える。
　対象とする BCP/BCM 情報は，当然のこと
ながら震災対策に限定しているわけではない。
東日本大震災が発生する以前も以後も，大きな
意味でのリスクは同じであり，問題は経営者の
意識がどのように変わったかが問題である。震
災を契機として，幅広いリスクに対して，どの
ように対処しようとしているのか，それが情報
開示のどのように反映されているのかを分析す
ることが重要と考えるため，BCP/BCM 情報
開示一般を対象とする。
　BCP/BCM 情報開示の内容分析は，トップ
コミットメントにおける BCP/BCM への言及
と BCP/BCM を経営課題として取り上げてい
るかどうか8）を分析した。

5．　BCP/BCM 情報開示の分析と考察

5．1　報告書媒体間での比較分析

　統合報告書を含むサステナビリティ報告書と
有価証券報告書における BCP/BCM 情報開示
の有無は，それぞれ表 3のとおりであった。
　サステナビリティ報告書において BCP/BCM

を開示していた企業は，2007年度版では報告書
発行企業81社中39社（48％）であったが，2011
年度まで年とともにほぼ増加している。そして，
2011年度以降2014年度までは，開示企業数は64
社前後，発行企業の70％以上で，ほぼ横ばいで
ある。この結果と，平成25年に内閣府防災担当
が実施した実態調査結果とを比較すると，実態
調査では BCP 策定済の大企業は54％であるの
に対し，本稿の調査対象企業では70％以上に達
している。本稿の調査対象企業は売上高上位
100社の大企業であり，実態調査の対象とした
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大企業とは母集団が大きく異なる。したがって，
単純に比較はできないが，売上高上位企業のほ
うが BCP 策定割合は高いといえる。
　一方，有価証券報告書は，2010年度100社中
22社から2013年度94社中40社に増加しているが，
2014年度は94社中35社に減少している。有価証
券報告書における BCP/BCM の開示割合は，
サステナビリティ報告書と比べて低い。また，
2010年度に発生した大震災を契機にサステナビ
リティ報告書および有価証券報告書とも BCP/

BCM を開示している企業は増加していた。
　サステナビリティ報告書において，2010年度
版と2011年度版における BCP/BCM の開示に
ついて顕著な増加はみとめられなかった。一方，
有価証券報告書では，2010年度版と2011年度版
における BCP/BCM の開示について21％から
33％へと顕著な増加がみられる9）。この結果か
ら，BCP/BCM 情報開示媒体として，サステナ
ビリティ報告書の重要性の認識は変わらないが，
有価証券報告書に関しては，BCP/BCM 情報開
示が事業リスクに相当する事項であると認識が
変化したことが理解される。
　また，有価証券報告書における BCP/BCM

の開示割合が，2013年度から2014年度にかけて
43％から37％に減少している。このことから東

日本大震災から 3 年経過した2014年度では，
2013年度と比較して，有価証券報告書における
BCP/BCM の情報開示の必要性を企業は低下
させていると考えられる10）。
　ただし，有価証券報告書における BCP/BCM

の開示企業は，大震災後増加したとはいえ最大
でも2013年度の94社中40社に過ぎず，過半数に
は至っていないことは，BCP/BCM の企業継
続に対する重要性の認識が企業間で異なってい
ることを示している。
　この関係をより詳細に分析するために，サス
テナビリティ報告書と有価証券報告書での開示
をどのように与わせて行っているかを 4つに分
類して， 5年間の比較をしてみたのが表 4であ
る。
　東日本大震災以降（2011年度以降），両報告
書における BCP/BCM の開示数は，サステナ
ビリティ報告書のみに開示有（ケース B），両
報告書に開示有（ケース A），いずれの報告書
にも開示無（ケース D），有価証券報告書のみ
に開示有（ケース C）の順で減少していた。
　サステナビリティ報告書および有価証券報告
書の両報告書で BCP/BCM を開示している企
業（ケース A）は，大震災前後で16％から27％
に増加し，2012年度以降は30％を超えている。

表 3　各報告書における BCP/BCM 開示の有無

2014年度版
（2013年度
実績）

2013年度版
（2012年度
実績）

2012年度版
（2011年度
実績）

2011年度版
（2010年度
実績）

2010年度版
（2009年度
実績）

2009年度版
（2008年度
実績）

2008年度版
（2007年度
実績）

2007年度版
（2006年度
実績）

サステナ
ビリティ
報告書*

記述有 63/88
（72％）

64/89
（72％）

66/91
（73％）

65/91
（71％）

60/94
（64％））

47/90
（52％）

41/83
（49％）

39/81
（48％）

記述無 25 25 25 26 34 43 47 42

未発行 12 11  9  9  6 10 12 19

有価証券
報告書

記述有 35/94
（37％）

40/94
（43％）

40/97
（41％）

33/100
（33％）

22/100
（21％） ― ― ―

記述無 59 54 57 67 78 ― ― ―

未発行**  6  6  3  0  0 ― ― ―

注： 数字の分子は BCP/BCM 記載企業数，分母は報告書発行記号数，カッコ内は BCP/BCM 記載企業の割合（％）
 *：統合報告書含む
**：企業の統廃合による
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それと対象的に，いずれの報告書でも BCP/

BCM を開示していない企業（ケース D）は，
2010年度の32％から2014年度には20％へと年度
とともに減少している。
　サステナビリティ報告書で BCP/BCM を開
示し，有価証券報告書では開示していない企業
（ケース B）は2010年度の47％から2013年度に
は37％へと減少傾向にあるが，2014年度は40％
に増加している。また。割合はこれらの 4ケー
スの中で最も多い。逆に，有価証券報告書で
BCP/BCM を開示し，サステナビリティ報告
書では開示していない企業（ケース C）は各年
度とも10％以下で少なく，あまり変化はない。
割合はこれらの 4ケースの中で最も少ない。
　表 3に示されるように，有価証券報告書にお
ける BCP/BCM の開示は震災後に22社から33
社に増加しているが，2013年度においても
BCP/BCM を開示している企業は94社中40社
に過ぎない。一方，サステナビリティ報告書で
は同年度72％が開示しており，その差は歴然と
している。これらのことから，多くの企業が，
BCP/BCM 情報開示の媒体として有価証券報
告書よりもサステナビリティ報告書を重視して
いることと理解することができる。
　ただし，両報告書は，報告目的が異なるため，
サステナビリティ報告書で開示しているから，

有価証券報告書で開示しなくてもよいと主張す
るものではない。有価証券報告書では，投資家
の意思決定に有効かどうかの視点，サステナビ
リティ報告書では社会的責任の視点が重視され
るので，有価証券報告書での開示が少ないのは，
BCP/BCM 情報が投資家の意思決定にとって
重要な情報とは考えていない企業が多いという
ことである。

5．2　BCP/BCM 情報開示の内容分析

　次に BCP/BCM 情報の具体的な内容につい
て分析しよう。上述のように，BCP/BCM の情
報開示については，内容を具体的に示す基準は
なく，企業の判断に任されている。BCP/BCM

はマネジメントシステムであるので，その内容
を詳細に開示することは難しいし，企業機密に
触れる部分も多く出てくる。しかし，情報利用
者としては，企業がどのくらい真剣にかつ具体
的に BCP/BCM に取り組んでいるのかを知りた
いはずである。そこで本稿では，「BCP/BCM

に対して経営トップが言及しているか否か」，
「BCP/BCM を経営課題として取り上げ PDCA

を回しているか」の 2点に絞って分析した。
　前者は，経営トップの認識を問うものであり，
後者は単に BCP/BCM があるというだけでな
く，マネジメントシステムとして運用している

表 4　両報告書における BCP/BCM 情報開示の比較

ケース
サステナ 
ビリティ 
報告書*

有価証券 
報告書 2014年度 2013年度 2012年度 2011年度 2010年度

A ○ ○ 27（31％） 29（31％） 31（34％） 25（27％） 15（16％）

B ○ × 36（40％） 35（37％） 34（38％） 39（43％） 44（47％）

C × ○  7（ 8％）  8（ 9％）  6（ 7％）  5（ 5％）  5（ 5％）

D × × 17（20％） 16（17％） 19（21％） 22（24％） 30（32％）

合　　計 87 88 90 91 90

注： ○（BCP/BCM の開示有り），×（BCP/BCM の開示無し），2012年度～2014年度の合計がサステ
ナビリティ報告書発行企業数と一致しないのは，合併により有価証券報告書の発行なしでサステ
ナビリティ報告書のみ発行している企業があることによる。
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かどうかを問うものである。なお，有価証券報
告書ではこのように BCP/BCM の内容に踏み
込んだ開示は見られなかったので，サステナビ
リティ報告書を対象とした分析結果を表 5に示
す。
　表 5に見られるように，震災前の2010年度の
報告書では，経営トップが BCP/BCM に言及
している企業は皆無であった。それに対して，
東日本大震災直後の2011年度の報告書では，経
営トップが BCP/BCM に言及している企業は
14％（13社）に急増している。これは，BCP/

BCM を開示している企業64社中20％である。
2012年度の報告書では，経営トップが BCP/

BCM に言及している企業は10％（ 9 社）であ
り，2011年度から減少している。これ以降，経
営トップが BCP/BCM に言及している企業数
は減少し，2014年度では皆無であった。2010年
度版と2011年度版におけるトップ発言を比較す
ると 0から13件に急増している。このことから，
東日本大震災を契機に経営トップは BCP/BCM

の重要性を強く認識し，積極的に言及したこと
が明らかである。しかし，2012年度以降は， 9
件から 3 件に，さらに 0 件へと BCP/BCM に
関するトップ発言が急激に減少していることが
読み取れる。
　一方，BCP/BCM を経営課題として取上げ，
PDCA を回している企業は，2010年度18％（17
社）ある。これは，BCP/BCM を開示してい
る企業59社中29％である。2011年度は，23％
（21社）ある。これは，BCP/BCM を開示して

いる企業64社中33％に達する。これ以降2012年
度および2013年度は40％を超えているが，2014
年度は33％に低下している。
　このことから，企業では東日本大震災を契機
に BCP/BCM を経営課題として取り上げ，そ
の後恒常的にマネジメントを回していることが
うかがえる。
　以上のことを考えると，経営トップは東日本
大震災を契機に BCP/BCM について積極的に
言及するようになり，また，BCP/BCM の構
築が経営課題として取り上げられるようになっ
た。その後，BCP/BCM は経営課題として社
内で定着するようになったことで，経営トップ
は BCP/BCM に関する言及の必要性を認めな
くなったと言える。経営トップのコミットメン
トは，各年度における自社の重要事項（マテリ
アリティ）に言及するものである。東日本震災
直後には BCP/BCM の構築をマテリアリティ
として位置づけられ経営トップも積極的に言及
していたが，BCP/BCM の構築も経営課題と
して取り組みが加速された時点で，他のマテリ
アリティに言及するようになったものと考えら
れる。

5．3　統合報告書における BCP/BCM 情報開示

　5.1節で，企業は BCP/BCM 情報開示の媒体
として有価証券報告書よりも，サステナビリ
ティ報告書を重視していることを示したが，サ
ステナビリティ報告書と統合報告において
BCP/BCMの情報開示に差があるのであろうか。

表 5　サステナビリティ報告書に見る BCP/BCM 情報の内容

2014年度 2013年度 2012年度版 2011年度版 2010年度

BCP/BCM に関するトップ
発言があり

 0/88（ 0％）
 0/63（ 0％）

 3/89（ 3％）
 3/64（ 5％）

 9/91（10％）
 9/65（14％）

13/91（14％）
13/64（20％）

 0/94（ 0％）
 0/59（ 0％）

BCP/BCM の経営課題化 21/88（24％）
21/63（33％）

26/89（29％）
26/64（41％）

28/91（31％）
28/65（43％）

21/91（23％）
21/64（33％）

17/94（18％）
17/59（29％）

注：上段の数字の分子は該当企業数，分母は報告書発行企業数，（　）内は該当企業の割合（％）
　　下段の数字の分子は該当企業数，分母は BCP/BCM 開示企業数，（　）内は該当企業の割合（％）



事業継続計画／マネジメント（BCP/BCM）の情報開示とその経営課題化の現状 21

　表 6に統合報告書と，統合報告書を除くサス
テナビリティ報告書における BCP/BCM の開
示数を示す。
　統合報告書と，統合報告書を除くサステナビ
リティ報告書における BCP/BCM の開示数に
ついて，χ2 独立性の検定を行なった結果，統
計的に有意な差は認められなかった。第 3 章　
分析視角で言及したように，統合報告フレーム
ワークによれば，将来のリスクについて詳細な
開示が求められている。しかし，統合報告書を
除くサステナビリティ報告書における BCP/

BCM の開示数に統計上有意な差が認められな
いことは何を意味しているのか。
　著者の一人である國部は，日経エコロジー
（2015.12）の編集長インタビューで，日本の統
合報告書がダイジェスト志向，PR 志向になり，
欧米企業と比較して情報量が少ないと述べてい
る（51－52頁）。今回の調査においても，従来
のサステナビリティ報告書をベースに単に財務
情報を付け加えた，あるいは，財務情報を付け
加えた分，非財務情報のページを減らしたよう
な統合報告書が多く見られ，サステナビリティ
報告書が発行ページ数の制約を強く受けている
延長と思えてならない。統合報告フレームワー
クで記載すべき情報として求められる情報は，
多くのステイクホルダーも求める情報であるが，
これらが十分に開示されていない可能性がある。
今後，日本の統合報告書には，開示を必要とす
る情報はきちんと開示するという情報開示媒体
としての役割が強く望まれる。

5．4　BCP/BCM の構築と経営課題化

　5.1節では，本稿の調査対象企業において，
2014年度のサステナビリティ報告書発行企業の
72％が BCP/BCM 情報を開示していることを
明らかにした。一方，5.2節で2014年度では
BCP/BCM を経営課題として取り組んでいる
企業の割合がサステナビリティ報告書発行企業
の33％にすぎないことを示した。つまり，
BCP/BCM 情報を開示している，すなわち
BCP/BCM を構築している企業の半数以下し
か BCP/BCM を経営課題として取り組んでい
ないことを示している。もちろん，BCP/BCM

を経営課題として取り組んでいる企業すべてが，
これを開示しているわけではない可能性はある
が，BCP/BCM を構築していても経営課題と
して取り組んでいない企業も多い可能性はある。
　岡田・國部（2015）は，BCP/BCM のマネジ
メント技術としての本質を，リスクマネジメン
トと CSRの観点から理論的に考察するとともに，
BCMSの導入企業に対して聞き取り調査を行い，
BCMS を導入する場合の鍵となる促進要因を
究明している。その結果，BCMS の本質は，リ
スクマネジメントや CSR の両方の側面にわた
る複合的なマネジメント実践であり，BCMS の
導入には経営者が重要な役割を担うことを明ら
かにした。そして，経営者には BCP/BCM を
単にインシデントに対して素早く復旧するマネ
ジメントシステムとしてだけではなく，製品供
給や社会インフラ維持という社会課題を，自社
の社会的な責任，すなわち CSR として認識し
て最優先事項として取り上げることの重要性を
主張している。これは BCP/BCM を経営課題

表 6　BCP/BCM の開示数

報 告 書 BCP/BCM の開示有 BCP/BCM の開示無 合計

統合報告書 13（65％）  7（35％） 20

統合報告書を除く 
サステナビリティ報告書 50（74％） 18（26％） 68
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として位置づけることにほかならない。このよ
うな観点からも多くの企業が BCP/BCM を経
営課題として取組むことが強く望まれるのであ
る。

6．　む　　す　　び

　本稿では，東日本大震災を契機に会計研究領
域においても BCP/BCMに対する関心が高まっ
てきた背景のもと，大震災前後の BCP/BCM

の情報開示の状況と変化を分析することを目的
に，企業が発行するサステナビリティ報告書お
よび有価証券報告書を対象として，BCP/BCM

情報の開示媒体による相違やその開示内容など
を明らかにすることを試みた。
　まず，サステナビリティ報告書における
BCP/BCM の開示は，東日本大震災以前から
増加傾向がみられ，大震災以降はサステナビリ
ティ報告書を発行する70％を超える企業が
BCP/BCM 情報を開示していた。一方，有価
証券報告書では，東日本大震災増加したが，
2014年度には減少に転じた。有価証券報告書に
おける BCP/BCM の開示企業は，大震災後増
加したとはいえ最大でも2013年度の94社中40社
に過ぎず，過半数には至っていないことは，
BCP/BCM の企業継続に対する重要性の認識
が企業間で異なっていることを示していた。
　次に，サステナビリティ報告書と有価証券報
告書における BCP/BCM の開示の有無を比較
した結果，有価証券報告書よりもサステナビリ
ティ報告書を優先的に BCP/BCM 情報開示を
行っている企業が多いことが認められた。
　さらに，BCP/BCM の情報開示の内容分析
結果によれば，経営トップは東日本大震災を契
機に BCP/BCM について積極的に言及するよ
うになり，また，BCP/BCM の構築が経営課
題として取り上げられるようになった。その後，
BCP/BCM は経営課題として社内で定着する
ようになったことで，経営トップは BCP/

BCM に関する言及の必要性を認めなくなった
ことが明らかになった。
　また，統合報告書と，統合報告書を除くサス
テナビリティ報告書における BCP/BCM の開
示数を比較した結果，両報告書間で統計的に有
意な差は認められなかった。この原因として，
日本における統合報告書の多くがサステナビリ
ティ報告書の延長線上にあり，統合報告フレー
ムワークで記載すべき情報が十分に開示されて
いない可能性があることに言及した。
　そして，BCP/BCM の経営課題化について
考察した。その結果，BCP/BCM を経営課題
として位置づけている企業がサステナビリティ
報告書発行企業の33％にすぎないことに対し，
経営者には BCP/BCM を単にインシデントに
対して素早く復旧するマネジメントシステムと
してだけではなく，製品供給や社会インフラ維
持という社会課題を，自社の社会的な責任，す
なわち CSR として認識して最優先事項として
取り上げることの重要性を示すとともに，その
ためにも多くの企業が BCP/BCM を経営課題
として取組むことが強く望まれることを主張し
た。
　東日本大震災ではサプライチェーンが分断さ
れ，国内のみならずグローバルに影響を及ぼし
たことは記憶に新しい。わが国のようなサプラ
イチェーンが発達している先進国で，かつ，自
然災害の多発国にとって BCP/BCM の構築は
特に重要性な意味をもつのである。東京都は，
大震災を踏まえ過去に公表した「首都直下地震
による東京の被害想定」を全面的に見直し，そ
の結果を公表した（東京都防災会議，2012）。
これによると新たな被害想定は過去のそれを大
きく上回る。東京都以外，各地でも被害想定の
見直しが行われ，被害の想定は過去のそれを大
きく上回っている。そして，地震などの災害を
如何に少なくするか，すなわち減災への取り組
みが社会の喫緊のニーズとして顕在化している。
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その取り組みの一つとして BCP/BCM が期待さ
れ，企業のみならず組織においても BCP/BCM

を広く普及させるための取り組みが強く求めら
れる。BCP/BCM 情報の開示は，そのための
基礎的な手法として理解できる。また，本稿の
BCP/BCM 情報開示の分析によって，わが国
では BCP/BCM は経営課題として社内で定着
しつつあることを明らかにしたが，未だ不十分
であると指摘したい。
　BCP/BCM の普及には社会が果たす役割も
重要である。BCMS の普及が社会の喫緊の課
題であること，CSR の一環として BCMS の普
及を社会全体が要望していることを，社会が強
く発信することも欠かすことができないであろ
う。そのためには，企業の BCP/BCM 情報開
示が重要であるが，開示にあたっては十分な指
針が示されていない。今後は，BCP/BCM 情
報開示のための指針を整備し，企業だけの判断
ではなく，社会やステイクホルダーにとって必
要な情報とは何かを明らかにし，開示実務を標
準化していくことが今後の課題となろう。その
ためには，現在の企業実務を詳細に検討し，現
状に根差した展開方向と，理論的に望ましいと
される開示方向の双方からのアプローチが必要
となる。このような将来の課題に対して，本稿
の考察は一つの基礎的な分析結果となることを
期待したい。

付記：本研究は，科学研究補助金（基盤研究 B：課題
番号24330142）及び（基盤研究 C：課題番号26510022）
並びに神戸大学「平成27年度　東北大学等との連携
による震災復興支援・災害科学研究推進活動サポー
ト経費」の研究成果の一部である。

注

1） 例えば，「平成24年度防災白書　第 2 編　東日
本大震災を踏まえた防災対策の推進　第 1章　東
日本大震災の教訓」（41頁）には，BCP の重要性
の再確認と，BCP の策定及び改善の促進の必要
が指摘されている。
2） 内閣府防災担当が平成25年に実施した実態調査
によれば，BCP を策定済の企業は，平成19年度調

査，平成21年度調査，平成23年度調査及び平成25
年度の推移として，大企業が19％⇒28％⇒46％⇒ 
54％，中堅企業で12％⇒13％⇒21％⇒25％と増加
している。策定中を含めると，大企業が35％⇒ 
58％⇒72％⇒74％，中堅企業で16％⇒27％⇒35％⇒ 
37％と推移しており，東日本大震災後 BCP の策
定に取り組む企業が増加している。しかし，政府
が定めた目標（大企業 BCP 策定率：ほぼ全て，
中堅企業 BCP 策定率：50％）には達していない。
3） 本稿では，環境報告書，CSR 報告書，社会環
境報告書など類似の名称で呼ばれている報告書を
すべて「サステナビリティ報告書」と呼ぶことに
する。
4） 例えば，上妻（2012），小西（2014），向山（2015），
越智（2015）などを参照されたい。
5） 具体的には，トヨタ，三菱商，伊藤忠，NTT，
三井物，日立，ホンダ，丸紅，住友商，日産自，
パナソニック，ソニー，東芝，JT，セブン＆アイ，
豊田通商，イオン，東電，富士通，NTT ドコモ，
双日，NEC，新日鉄，KDDI，三菱電，キヤノン，
出光興産，デンソー，三菱重，JFE，ソフトバン
ク，シャープ，コスモ石油，関西電力，ブリヂス
トン，JR 東日本，メディパル，三菱ケミ HD，
スズキ，キリン HD，中部電力，富士フイルム，
マツダ，東燃ゼネ，アルフレッサ，アイシン，昭
和シェル，リコー，ヤマダ電，住友電，JFE 商
HD，スズケン，郵船，電通，神戸鋼，東北電力，
三洋電，鹿島，住友化，大和ハウス，清水建，大
日印，ダイハツ，日通，凸版，トヨ車，JR 東海，
アサヒ，武田，パナ電工，三菱自，九州電力，大
成建，任天堂，旭化成，コマツ，富士重，東ガス，
三井不，菱食，豊田織，東レ，積ハウス，商船三
井，大林組，三越伊勢丹，住金，IHI，東急，
ANA，三井化学，ヤマト HD，JR 西日本，花王，
川重，味の素，ヤマハ発，旭硝子，王子紙，NTT
データの合計100社である。
6） 本稿における統合報告書とは，財務情報に加え
社会・環境に関する非財務情報を 1冊に統合した
報告書であり，かつ参考ガイドライン等で統合報
告フレームワークが記載されているまたは編集方
針で「統合」を指向していると読み取れる報告書
としている。
7） サステナビリティ報告書は一般的に発行年度で
表記されている。すなわち，開示対象期間が2009
年度，2010年度及び2011年度であれば，それぞれ
2010年度版，2011年度版及び2012年度版の報告書
と表記される。一方，有価証券報告書は一般的に
会計年度で表記される。すなわち会計年度が2009
年度，2010年度及び2011年度であれば，それぞれ
2009年度，2010年度及び2011年度の有価証券報告
書と表記される。
8） この判断は，サステナビリティ報告書または統
合報告書において，BCP/BCM がマネジメント内
容の一覧表に掲載され，かつ，その目標，実績，
評価といった PDCA がきちんと回されているこ
とが明確なものとした。
9） 有価証券報告書に対して McNemar 検定を行
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なった結果，2010年度版と2011年度版における
BCP/BCM の開示には 1％水準で統計的に有意な
差（P＝0.002569）が認められた。この結果から，
BCP/BCM 情報開示媒体として，サステナビリ
ティ報告書の重要性の認識は変わらないが，有価
証券報告書に関しては，BCP/BCM 情報開示が事
業リスクに相当する事項であると認識が変化した
ことが理解される。

10） 有価証券報告書における BCP/BCM の開示割
合が，2013年度から2014年度にかけて減少してい
ることについて，McNemar 検定を行なった。そ
の結果， 5％水準で有意な差（P＝0.04167）が認
められた。
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